
様式第３号 

摂津市長 様                      

申 請 日   年   月   日 

住  所  

氏  名  

連 絡 先  

 

 

特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書 

 

 下記の生産緑地について、生産緑地法第 10条の 2第 1項に規定する特定生産緑地として 

指定することを、農地等利害関係人の同意の確認と合わせ希望します。 

 

 

1.特定生産緑地指定を申出する生産緑地 

番号 所在 地積 

1 摂津市        ㎡ 

2 摂津市        ㎡ 

3 摂津市        ㎡ 

4 摂津市        ㎡ 

5 摂津市        ㎡ 

6 摂津市        ㎡ 

7 摂津市        ㎡ 

8 摂津市        ㎡ 

9 摂津市        ㎡ 

10 摂津市        ㎡ 

2.農地等利害関係人の同意 

※土地所有者も「2農地等利害関係人の同意」欄にご記入ください。 

※農地等利害関係人の記載がある場合は、権利の証明をできる書面を添付してください。 

※所：所有権 抵：抵当権 に○をつけるか他：（  ）内に権利名称を記載してください。 

※相続税及び贈与税の納税猶予の適用によって税務署長が抵当権者となっている場合は、 

 本市で一括して同意を取得しますので記載不要です。 

 

3.添付書類 

土地登記簿謄本(6カ月以内発行の全部事項証明書) 

本人確認書類の写し(公的な写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、 

         パスポート等)を 1種類、又は、その他の身分証明書を 2種類) 

4. 本書を提出したことにより、以下の件につきましても同意したものとします。 

 同意する土地が摂津市生産緑地地区の区域の規模に関する条例第２条の面積要件を満たしてい

ない場合、一団の農地の一部としての指定となります。 

 従って、指定後において一団の農地の一部が生産緑地地区(特定生産緑地含む)の指定を解除され、

当該農地を含む残りの農地が 300平方メートルを下回る場合、当該農地も特定生産緑地および生産

緑地地区の指定が解除される可能性があります。  

権利種別 住所・氏名 
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様式第５号 

摂津市長 様 

提 案 日   年   月   日 

住  所  

氏  名  

連 絡 先  

 

 

特定生産緑地指定提案兼農地等利害関係人同意確認書 

 

 下記の生産緑地について、生産緑地法第 10条の 4第 1項の規定に基づき、同法第 10条の 

2第 1項に規定する特定生産緑地として指定することを農地等利害関係人の同意の確認と合 

わせ提案します。 

 

1.特定生産緑地指定を提案する生産緑地 

番号 所在 地積 

1 摂津市        ㎡ 

2 摂津市        ㎡ 

3 摂津市        ㎡ 

4 摂津市        ㎡ 

5 摂津市        ㎡ 

6 摂津市        ㎡ 

7 摂津市        ㎡ 

8 摂津市        ㎡ 

9 摂津市        ㎡ 

10 摂津市        ㎡ 

2.農地等利害関係人の同意 

※土地所有者も「2農地等利害関係人の同意」欄にご記入ください 

※農地等利害関係人の記載がある場合は、権利の証明をできる書面を添付してください 

※所：所有権 抵：抵当権 に○をつけるか他：（  ）内に権利名称を記載してください 

※相続税及び贈与税の納税猶予の適用によって税務署長が抵当権者となっている場合は、 

 本市で一括して同意を取得しますので記載不要です。 

 

3.添付書類 

土地登記簿謄本(6カ月以内発行の全部事項証明書) 

本人確認書類の写し(公的な写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、 

         パスポート等)を 1種類、又は、その他の身分証明書を 2種類) 

4. 本書を提出したことにより、以下の件につきましても同意したものとします。 

 同意する土地が摂津市生産緑地地区の区域の規模に関する条例第２条の面積要件を満たしてい

ない場合、一団の農地の一部としての指定となります。 

 従って、指定後において一団の農地の一部が生産緑地地区(特定生産緑地含む)の指定を解除され、

当該農地を含む残りの農地が 300平方メートルを下回る場合、当該農地も特定生産緑地および生産

緑地地区の指定が解除される可能性があります。 
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